
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
六
号

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
七
月
奈
良
県
規
則
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
当
該
措
置
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
措
置
者
」
と
い
う
。
）
の
各
月
初
日
（
月

の
中
途
の
被
措
置
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
月
の
初
日
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
齢
が
二
十
歳
未
満
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
被
措
置
者
の
扶
養
義
務
者
（
民
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
九
号
）
に
定
め
る

扶
養
義
務
者
を
い
い
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
入
所
児
童
の
扶
養
義
務
者
は
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、

被
措
置
者
の
各
月
初
日
の
年
齢
が
二
十
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
被
措
置
者
又
は
扶
養
義

務
者
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各

号
を
加
え
る
。

一

当
該
措
置
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
措
置
者
」
と
い
う
。
）
の
各
月
初
日
（
月
の
中
途
の
被
措

置
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
月
の
初
日
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
齢
が
二
十
歳
未
満
で
あ
る
場
合
（
第

三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

当
該
被
措
置
者
の
扶
養
義
務
者
（
民
法
（
明
治
三
十
一
年

法
律
第
九
号
）
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

被
措
置
者
の
各
月
初
日
の
年
齢
が
二
十
歳
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
被
措
置
者
又
は
扶
養
義
務

者
三

被
措
置
者
が
法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
を
受
け

た
者
（
以
下
「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
を
受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

当
該
被

措
置
者

自
立

援
助

ホ
ム

の
入

所
児

童
児

童
自

立
生

活
援

助
の

実
施

を
受

別
表
の
備
考
４
の

中
「

ー

」
を
「

(1)

け
た

者
第

１
３

項
第

１
４

項
及

び
第

１
５

項
第

１
２

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
４
の

中
「

」
を
「

(3)

、

」
に
改
め
る
。

項
か

ら
第

１
４

項
ま

で

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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